




























































第48期中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

第49期中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

第48期事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

受取手形、売掛金等の債権の

貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個

別に回収可能性を考慮した回

収不能見込額を計上しており

ます。 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 



第48期中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

第49期中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

第48期事業年度 
（自 平成15年４月１日 









（１株当たり情報） 




